
介護保険ご利用の場合 

札幌駅を中心に
　　半径約5㎞範囲内

訪問リハビリ
お問い合わせ・お申し込み
090-2819-1161

お気軽にお申込み、お問い合わせ下さい。
神経内科
リハビリテーション科（理学・作業・言語療法）

診療時間 月 火 水 木 金 土 日 
10:00～14:00 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 休診

15:00～19:00 ○ ○ ○ 休診 ○ ○ 休診

札幌パーキンソンMS
神経内科クリニック 訪問リハビリテーション

〒060-0807
札幌市北区北7条西5丁目7番6号
第27ビッグ札幌北スカイビル12階
ホームページ　http://www.hokuyukai.clinic/

（事業所番号：0110710415）
●クリニック診療科目

●クリニック診療時間

●地図

●所在地

診療時間 月 火 水 木 金 土 日 
  9:30～14:00 ○ ○ ○ ○ ○ 休診

15:00～18:00 ○ ○ ○ ○○ 休診

休診

休診

●訪問リハビリ診療時間

●訪問リハビリ休業日

●訪問リハビリ

◇土曜・日曜・祝日、１２/２９～１/３、
　クリニックの休診日

◇北区、 中央区、 西区、 東区、 白石区、 豊平区の
　一部が、 半径５ｋｍ内となっています。
　（ご不明な点は、お気軽にお問い合わせ下さい）

※但し、別途料金発生しますが、札幌市内全域訪問致します。
　範囲外の方も、お気軽にお問い合わせ下さい。

介護保険証（要介護 1 ～ 5、要支援 1・2 認定）を
お持ちの方は、介護保険でのご利用となります。
医療保険でのご利用はできません。

＊ 診察は予約制です。
　 予約専用ダイヤル：011-631-1165 
　（月～土曜10：30～17：30、木曜のみ10：30～13：30）
＊ 作業・言語療法：月～金曜１８：００、木・土曜１４：００迄です。



※訪問リハビリテーション継続には、 3ヶ月に1回 の当院
　医師の診察が必要です。

ご利用までの流れ

ケアマネジャーへの相談
介護認定を受けている方は、ケアマネジャーに　　
ご相談下さい。

当院、医師の診察
診察後に、訪問リハビリテーションの指示が出ます。

説明・契約
ご利用者様と当院で、契約をして頂きます。

訪問リハビリテーション開始

診療情報提供書を
発行して頂きます。

当院の医師が、
かかりつけ医

当院の医師以外が、
かかりつけ医

利用料金のご案内 

◇訪問（介護予防訪問）リハビリテーション利用料

費　目 料金（1割表記）

加　算　名 料金（1割表記）

加　算　名 料金（1割表記）

訪問リハビリテーション 295円 20分につき 

6円 20分につき

203円 1日につき

234円 1ヶ月につき
285円 1ヶ月につき

介護予防訪問リハビリテーション 295円 20分につき 

※1回40～60分の訪問時間を基本としているため、
　料金の目安は590～885円（1割表記）となります。

※利用される方の自己負担額は、介護保険での訪問リハビリテー
　ションの１～2割負担となります。（平成30年8月より、１～3割）

◇加算料金
＊訪問リハビリテーション＊

サービス提供体制強化加算

6円 20分につきサービス提供体制強化加算

203円 1日につき短期集中リハビリテーション加算
（退院・退所・初回認定日より3ヶ月以内）

リハビリテーションマネージメント加算（Ⅰ）
リハビリテーションマネージメント加算（Ⅱ）

短期集中リハビリテーション加算
（退院・退所・初回認定日より3ヶ月以内）

234円 1ヶ月につきリハビリテーションマネージメント加算

＊介護予防訪問リハビリテーション＊

◇交通費（保険適用外）
サービス提供地域 料　金

地域内 無　料
地域外 2.0㎞以上増すごとに100円加算

※上記の料金設定は、平成30年4月時点のものです。
　介護保険の改定に伴い変更する場合がございます。
※利用料金の詳細は契約時に説明させて頂きます。

訪問リハビリを
ご利用希望の方へ

　札幌パーキンソンＭＳ神経内科クリニックは、「その
人らしく自宅で生活すること」を目的としたリハビリテ
ーションを提供いたします。医療法人北祐会で培った
神経筋疾患へのリハビリとクリニックという特徴を活
かし、疾患に合わせた生活方法のご提案や、心身機能
の維持、日常生活で困っている動作に対しての練習を
行ってまいります。
　また、退院・退所後の生活に不安がある方にも積極
的なサービス提供をいたします。

より快適な生活づくりの
アドバイスも行います

　在宅でより快適に過ごしていただけるよう、福祉用
具の利用や住宅改修のアドバイスをいたします。

◇退院・退所後の生活に不安のある方
◇訪問リハビリテーションが必要と主治医が認めた要
　介護1～5、要支援1・2の方
◇箸の使いにくさや立ち上がりにくさなど、日常生活
　の動作で違和感がある方
◇住環境や福祉用具などの調整が必要な方

※訪問リハビリテーションと併用できないサービスも
　ございます。不明な点は、お気軽にお問い合わせ・
　ご相談下さい。

●対象となる方


